
 ９．神戸大学大学院医学研究科研究生規程 

（平成 20 年３月３1 日制定） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，神戸大学大学院医学研究科規則（平成２０年３月１８日制定）第３４

条第３項の規定に基づき，神戸大学大学院医学研究科（以下「研究科」という。）の研究

生に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （入学資格） 

第２条 研究科の修士課程に研究生として入学することのできる者は，次の各号のいずれ 

かに該当する者とする。 

（１）大学を卒業した者 

（２）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位を

授与された者 

（３）外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより  

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

（６）研究科において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

２ 研究科の博士課程に研究生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに 

該当する者とする。 

（１）大学の医学，歯科，薬学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医

学（修業年限が６年であるものに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者 

（２）外国において，学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は

獣医学）を修了した者 

（３）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより  

当該外国の学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）

を修了した者 

（４）文部科学大臣の指定した者（昭和３０年文部省告示第３９号） 

（５）研究科において，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と

同等以上の学力があると認めた者 

 （出願手続） 

第３条 研究生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の

各号に掲げる書類を神戸大学大学院医学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出し

なければならない。 

（１）入学願書（所定の用紙） 

（２）履歴書（所定の用紙） 

（３）最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書 

（４）振替払込受付証明書 

２ 官公庁，病院等に在職している者は，前項に掲げる書類のほか，次の書類を提出しなけ

ればならない。 

（１）個人的研究のため研究生として入学を志願するものである旨の確約書 



（２）事業目的の追求のために派遣するものでない旨の所属長の確約書 

（３）在職のまま入学することについて差し支えない旨の所属長の承諾書 

３ 日本に居住している外国人にあっては，前２項に掲げる書類のほか，住民票の写し（提

出日前３０日以内に作成されたものに限る。）又はこれに代わる書類を提出しなければな

らない。 

 （選考方法） 

第４条 入学志願者に対する選考は，書類審査等により行う。 

 （入学の時期） 

第５条 研究生の入学の時期は，月の初めとする。ただし，特別の理由があると認めたとき

は，この限りでない。 

 （入学手続） 

第６条 研究生として選考に合格した者は，所定の期日までに，所定の書類を研究科長に提

出するとともに，入学料を納付しなければならない。 

 （授業料等） 

第７条 研究生は，所定の期日までに授業料を納付しなければならない。 

２ 研究生の研究に必要な特別の費用は，研究生の負担とする。 

 （研究期間） 

第８条 研究科の修士課程における研究生の研究期間は，１年以内とする。 

２ 研究科の博士課程における研究生の研究期間は，７年以内とする。ただし，特別の理由

により，研究の継続を願い出た者については，教授会の議を経て，１年を限度として研究

期間の延長を許可することがある。 

 （施設等の使用） 

第９条 研究生は，指導教員及び管理責任者の承認を得て，本学の施設及び設備を使用する

ことができる。 

 （就職者の手続） 

第１０条 研究生で研究期間中に就職した者が，引き続き研究生として研究しようとする 

ときは，速やかに第４条第２項各号に規定する書類を研究科長に提出しなければならない。 

 （退学） 

第１１条 研究生が退学しようとするときは，研究科長に願い出て許可を受けなければな 

らない。 

 （除籍） 

第１２条 研究生が次の各号のいずれかに該当するときは，教授会の議を経て，研究科長 

が除籍する。 

（１）疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められる者 

（２）授業料納付の義務を怠る者 

 （証明書の交付） 

第１３条 研究事項について証明を願い出た者には，証明書を交付する。 

 （雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，教授会の議を経て，研究科長が定

める。 

 

   附 則 



 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

 

     附 則 

 この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 
 

附 則 

 この規程は，平成２４年９月２６日から施行し，改正後の神戸大学大学院医学研究科研究

生規程の規定は，平成２４年７月９日から適用する。 
 

     附 則 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
 
     附 則 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 
 
 


